
＜議案第 ６ 号＞  令和６年度事業計画決定の件 

 

《総務部》 

１．事務処理及び会議の合理化                               

（１）本会事務局の事務処理の効率化、共有化、ＩＴ化の推進 

（２）各種会議の合理化、効率化 

 

２．会員の品位の保持のための連絡及び指導ならびに苦情の申出に対する適切な対応     

（１）会員の品位の保持のための連絡及び指導 

（２）執務姿勢、広告等の適正化に向けての連絡及び指導 

（３）司法書士会市民窓口の対応 

（４）苦情対応窓口の対応 

（５）紛議調停、綱紀処分の申出への適切な対応 

（６）業務賠償責任保険（団体・任意）の対応 

（７）綱紀案件への対応についての検討・調査 

 

３．会員の執務に関する連絡及び指導                         

（１）法改正への対応 

（２）執務関係資料の送付及び資料の適切な保守 

（３）本人確認記録の作成・保存に関する連絡及び指導 

（４）職務上等請求書の使用・管理に関する連絡及び指導 

（５）執務環境、業務改善に関する連絡及び指導 

（６）執務関係図書及びＤＶＤ等の整備と活用 

 

４．会員の入会及び退会その他人事に関する事項                   

（１）司法書士登録等に関する事務手続きの実施 

（２）会員の入会及び退会に関する事務手続きの実施 

（３）司法書士法人の届出に関する事務手続きの実施 

（４）会員名簿不発行 

 

５．会則・諸規則等の改正の検討及び実施                       

（１）会則・諸規則等の改正の検討及び実施 

（２）会則・諸規則集の編集及びホームページ掲載 

 

６．情報の公開に関する事項                             

（１）ホームページによる司法書士会及び会員情報等の開示 

（２）懲戒処分事例の公表 

 

７．その他                                     

（１）非司法書士行為の排除活動の支援 

（２）会館の大規模修繕及び耐震等に対する検討及び対応 

（３）他の部の所掌に属さない事項への対応 



《企画部》 

１．市民に対する法的サービスの拡充                        

（１）裁判所からの財産管理人推薦依頼への対応 

（２）成年後見制度の推進 

（３）講師派遣事業の拡充 

   ①香川県消費生活センター「くらしのセミナー」講師派遣 

（４）「相続登記はお済みですか月間」事業への対応 

（５）空家・相続登記未了土地問題への対応 

   ①国、県、市町等からの新規事業等についての情報収集及び対応 

   ②各市町の協議会への委員推薦 

（６）法教育の研究及び推進 

   ①香川大学「司法制度入門」講義への講師派遣 

   ②香川大学大学院創発科学研究科（法学系領域）「隣接法律職特殊講義」 

（７）震災等への対応 

   ①香川県四士業災害時支援協議会 

（８）その他社会事業対応 

 

２．業務に関する調査統計及び研究、業務改善に関する企画及び立案          

（１）遺産承継・民事信託業務に関する対応 

（２）その他司法書士業務についての情報収集及び対応 

   ①少額財産である被後見人等の死亡による相続財産管理人申立に向けた弁護士会・

香川県社会福祉協議会との打ち合わせ 

 

３．司法書士の日記念事業                             

（１）香川大学司法書士インターンシップ事業 

（２）相談会 

（３）その他 

 

４．その他                                    

（１）業務関係図書の管理及び情報発信 

（２）その他 

 



《広報部》 

１．情報公開に関する事項                             

（１）本会及び会員に関する情報の開示 

 

２．市民に向けた広報活動の充実                          

（１）司法書士制度、司法書士業務、本会等に関する広報 

   ①四国新聞の定期出稿型広告 

   ②ＮＴＴタウンページ広告 

   ③法務局封筒裏面広告 

（２）相談会等本会各種事業に関する広報 

   ①東相談センター及び西相談センターの定例相談会 

   ②司法書士の日記念相談会 

   ③法の日相談会 

   ④相続登記相談会 

   ⑤高松法務局及び土地家屋調査士会との相続登記促進ＰＴによる相談会 

   ⑥相続登記相談センター 

（３）各種メディアを利用した広報活動の検討 

（４）その他 

 

３．会報の発行                                  

（１）会報の発行 

（２）掲載記事及び企画に関する検討 

（３）編集校正作業の効率化 

（４）その他 

 

４．ホームページの充実                              

（１）ホームページの改修 

（２）ホームページの利用促進に向けた検討 

（３）市民に対する情報発信の充実 

（４）会員に対する情報発信の充実及び利用促進 

（５）その他 

 

５．その他                                    

（１）その他 

 



《研修部》 

１．連合会主催の会員研修                             

（１）業務研修会についての情報提供並びに実施 

   ①不動産登記分野「休眠担保権抹消の実務～不登法の特例による抹消～」（仮） 

    令和６年１０月１９日予定（Ｗｅｂ形式） 

   ②その他分野「遺言執行者の実務」（仮） 

令和７年 １月２５日予定（Ｗｅｂ形式） 

（２）第３９回日司連中央研修会の情報提供並びに実施 

①「家事事件に関する研修会」（仮） 

    令和６年１２月 ７日（集合・Ｗｅｂ形式併用） 

（３）日司連臨時研修会の情報提供並びに参加助成等 

（４）地域開催一般業務研修会（四国ブロック会運営）等への参加助成 

（５）「研修ライブラリ」に関する情報提供 

（６）「ｅラーニングシステム」に関する情報提供 

 

２．単位会主催の会員研修                             

（１）単位制研修の企画運営 

   日司連会員研修規則 

   （取得すべき単位数等） 

   第６条 会員は、単位制により実施する研修において、１実施年度に１２単位以上 

    取得しなければならない。 

（２）研修及び研修単位取得に関する情報提供 

（３）支部が合同にて行う研修において、対象が全会員となる場合の助成 

 

３．新人研修、配属研修                              

（１）新人研修への助成並びに運営 

   中央新人研修      令和６年１２月１０日～令和７年 １月２３日予定 

   四国ブロック新人研修  日程未定 

（２）配属研修の手配並びに運営 

 

４．年次制研修、特別研修                             

（１）年次制研修の運営 

令和６年度該当者が対象 

 令和６年９月～１０月実施予定 

（２）第２３回司法書士特別研修の運営 

 

５．実務交流セミナー（新入会員研修プログラム）の実施                        

（１）「実務交流セミナー」（新入会員研修プログラム）の実施 

 

６．その他                                    

（１）その他 



  

《相談事業部》  
１．司法書士総合相談センター事業                         
（１）東相談センター 定例相談会 第２土曜日 午後１時～午後４時 
（２）西相談センター 定例相談会 第３土曜日 午後１時～午後４時 
（３）しま相談センター定例相談会 相談件数により随時対応 
（４）「法の日全国一斉無料相談会」の開催  
（５）「相続登記はお済みですか無料相談会」及び相続登記促進事業に連動した相談会の 
   開催 
（６）その他臨時相談会・電話相談会の開催 

 
２．相談員派遣事業                                
（１）高松市役所司法書士相談への派遣  毎月第２、４木曜日  
（２）香川県消費生活センター相談（司法書士）への派遣  毎月第３木曜日 
（３）法テラス香川司法書士相談への派遣 
   通常相談会  毎月第２金曜日 
   障がい者・高齢者を対象とした特定出張相談 リーガルサポートと協力し、要請 
   ある場合随時対応 
（４）「司法書士無料登記相談所」（高松法務局）への派遣  毎週月、水、金曜日 
（５）行政、団体への相談員派遣 

  「相続登記の促進及び申請義務化に係る周知広報プロジェクト（相続促進ＰＴ）」  

  「一日合同行政相談所」等 
 

３．日本司法支援センター（法テラス）                       
（１）常設司法書士相談への相談員派遣 
（２）民事法律扶助制度の活用 
（３）地方事務所との連携 
（４）関係機関連絡会への参加 

 
４．司法書士調停センター（ＡＤＲ）                        
（１）調停センターの運営 
（２）研修・協議会への参加、開催 
（３）広報・啓発 

 
５．その他                                    
（１）「司法過疎対策県境相談会」への協力 
（２）「相続登記の促進及び申請義務化に係る周知広報プロジェクト（相続促進ＰＴ）」 

   への協力 
（３）「香川県多重債務者対策協議会」への協力 
（４）「香川個別紛争解決制度関係機関連絡協議会」への参加 
（５）新入会員の相談員養成支援 
（６）相談事業に関連する各種会議等への参画及び情報収集 
（７）各種相談会及び相談員派遣事業の計画及び見直し 
（８）その他 



《調停センター》 

１．調停センターの運営                            

（１）調停の実施 

（２）手続実施者・事務担当者の養成 

（３）研修トレーナーの養成 

（４）運営委員会の開催 

（５）外部相談機関及びＡＤＲ機関との連携 

 

２．研修・協議会の参加・開催                          

（１）研修会開催 

 伝達研修、事例検討会など調停手続に関する研修の開催 

（２）研修会参加 

    手続実施者、事務担当者又は研修講師の養成に資する研修への参加 

（３）協議会等 

    協議会等への参加 

 

３．広報・啓発                                 

（１）司法書士会員への利用の周知 

（２）関係機関等へのリーフレット・ポスターの配布 

（３）司法書士相談会への調停センター担当者の派遣 

（４）自治体広報誌・新聞等による周知 

（５）ホームページによる周知 
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